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資料４ 

 

令和５年６月 16 日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

  「豊川用水第二期用地補償支援業務」の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

実施行政機関等 独立行政法人水資源機構 

事業概要 独立行政法人水資源機構豊川用水二期事業に必要となる土地の取得等及びこ

れに伴う損失の補償に関する業務を行うもの 

○主な業務内容 

①補償に必要な土地、建物等（動産を含む。）に関する調査その他補償に関す 

る調査に係る業務 

②土地取得額等の補償額算定等に係る業務 

③補償に関係する者への説明等に係る業務 

④契約書類、記録等の作成に係る業務 

⑤官公庁等への届出及び許認可等に係る業務 

実施期間 令和４年４月１日～令和６年３月 31 日（市場化テスト第２期） 

受託事業者 株式会社アクアテルス 

契約金額（税抜） 96,000,000 円（単年度当たり：48,000,000 円） 

入札の状況 ２者応札（仕様書取得者＝４者／予定価内＝１者） 

事業の目的 独立行政法人水資源機構豊川用水二期事業に必要となる土地の取得等及び

これに伴う損失の補償に関する業務の支援を行うことにより、より適正かつ

迅速な業務の遂行を図るものである。 

選定の経緯 競争性に課題があったことから、令和元年度の公共サービス改革基本方針

（令和元年７月９日閣議決定）において選定されており、本事業は、市場化

テスト２期目となる。 

 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

  終了プロセスに移行することが適当である。 
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２ 検討 

（１）評価方法について 

独立行政法人水資源機構から提出された令和４年４月から令和５年３月までの実

施状況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費及びその前

提としての競争性等の観点から評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の達成状況 

独立行政法人水資源機構は、当該事業で実施した業務内容について、業務実施

報告書等の成果物により、当該業務の適正な履行、達成されるべき目標等を確

認しており、以下のとおり、適切に履行されている。 

業務種別 確保すべき水準 評価結果 

業務打合せ 機構から指示等された事項について、的確

に業務を把握するとともに、実施した業務内

容の報告等を行うこと 

当該業務（業務実

施報告書等に基

づく監督員との打

合せ）について適

正に行われた。 

補償に必要な

土地、建物等

に関する調査

その他補償に

関する調査に

係る業務 

自らが収集又は機構から貸与された資料等

を参考に現地踏査を行い、現地の現況、留

意事項及びその他必要事項を十分に把握

し、定められた様式等により適正な資料の作

成を行うこと 

当該業務（登記事

項証明書の交付、

公図連続図の作

成等）について適

正に行われた。 

補償に必要な

用 地 調 査 等

業務の監督、

立会等に係る

業務 

機構から貸与された資料等を参考に現地踏

査を行い、現地の現況、留意事項及びその

他必要事項を十分に把握し適正に業務が履

行されるように受注業者への指導、監督を行

うとともに、共通仕様書に則り適正な用地測

量の実施及び資料の作成を行うこと 

当該業務（現場等

の立会い、業務履

行及び進捗状況

の確認等）につい

て適正に行われ

た。 

補償に必要な

土地、建物等

の評価に係る

業務 

現地の現況、留意事項及びその他必要事項

を十分に把握し、適正な土地の評価及び資

料の作成を行うこと 

当該業務（正常な

取引価格の算定、

評価調査書等の

作成）について適

正に行われた。 

土 地 取 得 額

等 の 補 償 額

測量等の調査の成果品をもとに、定められた

様式により適正な書類の作成を行うこと。ま

当該業務（土地調

書、物件調書、補
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算定等に係る

業務 

た、共通仕様書に則り、適正に補償額の算

定を行い、定められた様式等により適正な補

償台帳の作成を行うこと 

償台帳等の作成）

に ついて適正に

行われた。 

補 償 に 関 係

する者への説

明等に係る業

務 

補償の主旨と内容を十分に理解した上で、

権利者毎に適切な公共用地交渉用資料の

作成を行うこと 

当該業務（権利者

への説明資料の

作成等）について

適正に行われた。 

契約書類、記

録等の作成に

係る業務 

定められた様式により適正な書類の作成を

行うこと。また、機構職員と同行し、権利者等

との面接の補助並びに調書への確認印、損

失補償協議書の内容の了解及び補償契約

書案による契約締結の承諾を受けられるよう

適正な公共用地交渉の補助を行うとともに、

公共用地交渉毎に適正な補償交渉記録の

作成を行うこと 

当 該 業 務 （ 契 約

書 、 補 償 交 渉 記

録等の作成）につ

いて適正に 行わ

れた。 

各 種 事 業 損

失の調査等に

係る業務 

機構から貸与された資料等を参考に現地踏

査を行い、現地の現況、留意事項及びその

他必要事項を十分に把握し、共通仕様書に

則り適正な資料の作成及び調査を行うこと 

当該業務（工事の

施工に伴う損害の

調査等）について

適正に行われた。 

官 公 庁 等 へ

の 届 出 及 び

許 認 可 等 に

係る業務 

機構から貸与された資料等を参考に現地踏

査を行い、現地の現況、留意事項及びその

他必要事項を十分に把握し、関係諸法令に

則り適正な資料の作成及び点検を行うこと 

当該業務（課税関

係 書 類 、 許 認 可

等に 関する申請

書類の作成等）に

ついて適正に行

われた。 

上記の業務に

附帯する業務 

監督員が指示した業務について、適正に実

施すること 

当該業務（事業用

地巡視の支援、発

注業務に 係る積

算、資料作成等）

に ついて適正に

行われた。 
 

民間事業者から

の改善提案 

受託事業者からの改善提案は、携帯型 GPS を活用した用地調査の実施であり、

この受託事業者の提案を取り入れたことで、現地調査の効率性及び安全性が向

上した。 
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（３）実施経費（税抜） 
  実施経費は、従前経費と比較して 7.7％（400 万円）削減している。 

従来経費 52,000,000 円（単年度当たり） 

実施経費 48,000,000 円（単年度当たり） 

増減額 4,000,000 円減額 

増減率 7.7％減 

そして、令和４年３月から適用する設計業務委託等技術者単価（以下「労務単価」と

いう。）の上昇分を考慮して予定価格を試算すると、下表のとおり、実施期間（令和４年

度）において 58 万円（1.1％）の増額が生じている。 

従来経費 52,000,000 円（単年度当たり） 

労務単価の上昇分を

考慮した試算結果 

580,000 円（単年度当たり） 

＝48,000,000 円－47,420,000 円（実施経費のうち、労務単価改定に伴う

増額分） 

（参考）適用する労務単価（設計業務委託等技術者単価）の上昇率 

区分 従来 

（平成 31年度） 

実施期間 

（令和４年度） 

上昇率 

技師（Ａ） 47,500 円     51,200 円 107.8％ 

技術員 26,400 円 29,000 円 109.8％ 
 

増減額 580,000 円増額 

増減率 １.１％増 

 

（４）選定の際の課題に対応する改善 

課題 １者応札が継続しており、競争性の確保に課題が認められたところ、入札

参加資格における対象資格の拡大及び実務経験年数の緩和、複数年契約の

活用等を実施した結果、複数応札に至り、改善が認められた。 

 

（５）評価のまとめ 

経費削減効果について、従前経費と比較して 7.7％（400 万円、単年度当たり）の削

減が認められた。 

民間事業者の改善提案については、携帯型 GPS を活用した用地調査の実施であり、

この事業者の提案を取り入れたことで、現地調査の効率性及び安全性が向上したなど、

民間事業者のノウハウと創意工夫の発揮が業務の質の向上、事業目的や政策目標の達

成に貢献したものと評価できる。 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質について全て達成
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していることについては評価することができる。 

 

（６）今後の方針 

本事業については、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」

（平成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ.１.（１）の基準を満たし

ていることから、現在実施中の事業をもって市場化テストを終了することが適当であ

ると考えられる。 

市場化テスト終了後の事業実施については、「競争の導入による公共サービスの改

革に関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監

理委員会における審議を踏まえた上で、公共サービスの質、実施期間、入札参加資

格、入札手続及び情報開示に関する事項等について、水資源機構自ら公共サービスの

質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 
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令和 5 年 5 月 26 日 

独立行政法人水資源機構 

 

 

民間競争入札実施事業 

「豊川用水二期用地補償支援業務」の実施状況報告（令和４年度） 

 

基本方針に基づく標記事業の実施状況は以下のとおりである。 

 

I. 事業の概要等 

事項 内容 

事業概要 独立行政法人水資源機構豊川用水二期事業に必要となる土地の取

得等及びこれに伴う損失の補償に関する業務の支援を行うもの。 

○主な業務内容 

① 補償に必要な土地、建物等（動産を含む。）に関する調査その他

補償に関する調査に係る業務 

②土地取得額等の補償額算定等に係る業務 

③補償に関係する者への説明等に係る業務 

④契約書類、記録等の作成に係る業務 

⑤官公庁等への届出及び許認可等に係る業務 

実施期間・評価期間 契約期間：令和４年４月１日から令和６年３月 31 日までの２年間 

評価期間：令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの１年間 

受託事業者 （株）アクアテルス 

契約金額（税抜） 96,000,000 円 

入札の状況 ２者応札（仕様書取得数＝４者／予定価内＝１者） 

事業の目的 本業務は、独立行政法人水資源機構豊川用水二期事業に必要とな

る土地の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する業務の支援を行

うことにより、より適正かつ迅速な業務の遂行を図るものである。 

受託者決定の経緯 入札参加者希望業者（２者）から提出された申請書等を審査した結

果、当機構が求める資格要件を満たしていることが確認され、令和４

年１月７日に開札した結果、２者から入札書の提出があり、うち１者が

予定価格の範囲内であったことから、上記受託事業者が落札者とな

った。 

 

 

別添 
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II. 評価 

1. 事業の質に関する評価 

（１）実施状況及び評価 

機構が指示した事項等について、現地踏査等を実施するなど的確に業務内容を把握して資

料作成や業務等を行っており、履行確認検査等を通じて業務品質の確保が図られていることを

確認している。 

これまでの履行確認検査における指摘事項はなく、確実な業務履行が確認されていることから、

実施要項で定めた達成目標の水準を満たしていると評価できる。 

業務種別 確保すべき水準 評価結果 

業務打合せ 機構から指示等された事項について、的確に業務を把握

するとともに、実施した業務内容の報告等を行うこと 

適正に行

われた。 

補 償 に 必 要 な 土

地、建物等に関する

調査その他補償に

関する調査に係る

業務 

自らが収集又は機構から貸与された資料等を参考に現地

踏査を行い、現地の現況、留意事項及びその他必要事項

を十分に把握し、定められた様式等により適正な資料の作

成を行うこと 

適正に行

われた。 

補償に必要な用地

調 査 等 業 務 の 監

督、立会等に係る業

務 

機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現

地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握し

適正に業務が履行されるように受注業者への指導、監督を

行うとともに、共通仕様書に則り適正な用地測量の実施及

び資料の作成を行うこと 

適正に行

われた。 

補 償 に 必 要 な 土

地、建物等の評価

に係る業務 

現地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握

し、適正な土地の評価及び資料の作成を行うこと 

適正に行

われた。 

土地取得額等の補

償額算定等に係る

業務 

測量等の調査の成果品をもとに、定められた様式により適

正な書類の作成を行うこと。また、共通仕様書に則り、適正

に補償額の算定を行い、定められた様式等により適正な補

償台帳の作成を行うこと 

適正に行

われた。 

補償に関係する者

への説明等に係る

業務 

補償の主旨と内容を十分に理解した上で、権利者毎に適

切な公共用地交渉用資料の作成を行うこと 

適正に行

われた。 

契約書類、記録等

の作成に係る業務 

定められた様式により適正な書類の作成を行うこと。また、

機構職員と同行し、権利者等との面接の補助並びに調書

への確認印、損失補償協議書の内容の了解及び補償契約

書案による契約締結の承諾を受けられるよう適正な公共用

地交渉の補助を行うとともに、公共用地交渉毎に適正な補

適正に行

われた。 
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償交渉記録の作成を行うこと 

各種事業損失の調

査等に係る業務 

機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現

地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握

し、共通仕様書に則り適正な資料の作成及び調査を行うこ

と 

適正に行

われた。 

官公庁等への届出

及び許認可等に係

る業務 

機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現

地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握

し、関係諸法令に則り適正な資料の作成及び点検を行うこ

と 

適正に行

われた。 

上記業務に附帯す

る業務 

監督員が指示した業務について、適正に実施すること 適正に行

われた。 

 

（２）民間事業者からの改善提案による改善実施事項 

受託事業者からの改善提案は、携帯型 GPS を活用した用地調査の実施であり、この受託事

業者の提案を取り入れたことで、現地調査の効率性及び安全性が向上した。 

 

2. 実施経費についての評価 

（１） 従来経費（A）：52,000,000 円（1 か年） 

実施経費（B）：96,000,000 円（2 か年） 

（C） 48,000000 円（1 か年当たり） 

増減額  （D）＝（A）－（C）：減 4,000,000 円 

増減率（D/A×100）：減 7.7％ 

 

(2) 落札率の推移 

 市場化テスト実施前から第２期までの落札率の推移については、市場化テスト実施

前（平成 31 年４月から令和２年３月まで）が 93.9％、第１期（令和２年４月から令

和４年３月まで）が 85.4％、第２期（令和４年４月から令和６年３月まで）が 83.5％

となっており、順次、落札率の低減が図られている。 

 市場化テスト実施前 

（平成 31 年 4 月から

令和２年３月まで） 

第１期 

（令和２年４月から 

令和４年３月まで） 

第２期 

（令和４年４月から 

令和６年３月まで） 

落札率 93.9％ 85.4％ 83.5％ 

 

(3) 設計業務委託等技術者単価の推移 
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令和４年３月から適用する設計業務委託等技術者単価（以下「労務単価」という。）の上昇分を考

慮して予定価格を比較すると、下表のとおり１．1％（58 万円）の増額が生じている。 

従来経費 52,000,000 円（単年度当たり） 
労務単価上昇分を
実施経費から控除 

580,000 円（単年度当たり） 
＝48,000,000 円－47,420,000 円（実施経費のうち、労務単価改定
に伴う増額分） 
（参考）適用する労務単価(設計業務委託等技術者単価)の上昇率 

区分 従来 
(平成 31 年度) 

実施期間 
(令和４年度) 

上昇率 

技師(Ａ) 47,500 円     51,200 円 107.8％ 
技術員 26,400 円 29,000 円 109.8％ 

 

増減額 580,000 円増額 
増減率 １.１％増 

市場化テストの実施に当たり、実施期間の見直し、配置予定管理責任者の要件の見直しなどを

行ったため、１か年当たりの実施経費（C）と市場化テスト実施前の従来経費（A）を比較すると、上

記（１）のとおり、400 万円（7.7％）の経費削減となっており、市場化テストの効果があったものと評価

できる。 

 

3. 評価のまとめ 

（１） 評価の総括 

本業務は、市場化テスト対象事業として、令和４年度から令和５年度を第２期として実施してい

る。 

「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」（一部改正：平成 31 年３月８日

官民競争入札等監理委員会）Ⅱ．１．(１)終了基準に記載する条件を満たしているかについて、

下表に整理した。 

基準（条件） 実施状況 判定 

①事業実施期間中に、受託事業者が業務改善

指示等を受けたり、業務に係る法令違反行為等

がなかったか。  

なかった。  

 

○ 

②実施府省等において、実施状況についての

外部有識者等によるチェックを受ける仕組み（評

価委員会等）を備えているか（又は設置が予定

されているか。） 

機構が発注する工事、建設コンサル

タント業務及び物品購入等に係る契

約において、一般競争入札等につ

いて真に競争性が確保されているか

○ 
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の点検や見直し、また、透明性及び

客観性を確保しつつ、自律的かつ

継続的に調達等の合理化に取り組

んでいるか等の点検を行うために外

部の学識経験者等で構成される契

約監視委員会を設置している。  

③入札に当たって競争性が確保されていたか。  ２者応札であった。  ○ 

④対象公共サービスの確保されるべき質に係る

目標を達成しているか。  

達成している。  

 

○ 

⑤経費削減の点で効果を上げているか。  効果を上げている。  ○ 

表に整理したとおり、①及び②の基準（条件）は満たしている。具体的には、①「業務に係る法令

違反行為等：０件」であり、②「契約監視委員会を設置している。」ところである。③の基準について

は、広く競争性を確保できるようスケジュール、情報開示、業界団体に対して情報提供等の参入促

進等の工夫に取り組んだ結果、２者応札となった。  

仕様書等の資料請求を行った２者に対して、競争入札に参加しなかった理由について確認した

ところ、技術者の確保ができなかった旨の回答を得ている。  

④及び⑤の基準を満たしていることは、Ⅱ．1.及び2.に記載のとおりである。  

このように、実施要項において設定したサービスの質は確保されており、独立行政法人水資源

機構「豊川用水二期用地補償支援業務」は、当機構における豊川用水二期事業の早期進捗を図

ることを目的に、事業に必要となる土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する業務を行う

という目的を達成しているものと評価できる。 

 

（２）今後の方針 

本事業については、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」（平成26年3

月19日官民競争入札等監理委員会）におけるⅡ１(１)の基準を満たしているものと認められる。  

本事業は、平成３１年度までは、単年度契約で実施し、市場化テスト第１期（令和２年度及び令

和３年度）では、複数年契約の導入、配置予定管理責任者に求める要件の緩和、情報開示の充

実を行い、市場化テスト第２期（令和４年度及び令和５年度）においても配置予定管理責任者の更

なる要件の緩和を行い、２者応札となったところである。 

したがって、上記のとおり、市場化テストにおいて十分な成果が得られたと認められることから、

時期業務においては、同指針に基づく終了プロセスに移行した上で、水資源機構自らより一層の

公共サービスの質の向上、コストの削減及び事業の透明性の確保を図っていくこととしたい。 

 

以 上 
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